
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県規則第68号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

（宮崎県事務委任規則の一部改正）

第１条 宮崎県事務委任規則（昭和40年宮崎県規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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頁

規 則

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等

の施行に伴う関係規則の整備に関する規則……（行政経営課）１

○知事の所轄する社会福祉法人に関する規則の一

部を改正する規則…………………………………（福祉保健課）13

訓 令

○宮崎県事務決裁規程の一部を改正する訓令……（行政経営課）15

教育委員会規則

○県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等

に関する規則及び県教育庁組織規則の一部を改

正する規則……………………………………………………………18

○宮崎県教育委員会の所管に属する民法第34条の

法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規

則………………………………………………………………………18

教育長訓令

○宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正

する訓令………………………………………………………………19

公安委員会規則

○宮崎県警察の組織に関する規則の一部を改正す

る規則…………………………………………………………………20

○宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規

則………………………………………………………………………21

○宮崎県公安委員会の所管に属する公益法人の設

立及び監督に関する規則を廃止する規則…………………………22
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目 次

規規 則則

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

委 任 事 務出先機関

の長

［略］

１ ［略］

１の２ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）によ

る次の事務（（１）から（11）まで、（13）及び（14）

に掲げる事務にあっては、長寿介護課所管の社

会福祉法人及び市町村の区域を単位とする社会

福祉協議会に係るものに限る。）

（１）〜（８） ［略］

（９）・（10） ［略］

（11） 第55条において準用する民法（明治29年

法律第89号）第77条第２項及び同法第83条の

規定による届出の受理に関すること。

西臼杵支

庁長

委 任 事 務出先機関

の長

［略］

１ ［略］

１の２ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）によ

る次の事務（（１）から（12）まで、（14）及び（15）

に掲げる事務にあっては、長寿介護課所管の社

会福祉法人及び市町村の区域を単位とする社会

福祉協議会に係るものに限る。）

（１）〜（８） ［略］

（９） 第46条の７の規定による届出の受理に関

すること。

（10） 第47条の３の規定による届出の受理に関

すること。

（11）・（12） ［略］

西臼杵支

庁長
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（12）〜（19） ［略］

２〜35の２ ［略］

36 土地改良法（昭和24年法律第 195号）による

次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第68条第２項において準用する第18条第

16項の規定による清算人の就任、退任、氏名

の変更及び住所の変更の届出の受理に関する

こと。

（４） 第76条において準用する民法第83条の規

定による清算結了の届出の受理に関すること

。

（５）・（６） ［略］

（７） 第84条において準用する第76条において

準用する民法第83条の規定による清算結了の

届出の受理に関すること。

（８）〜（22） ［略］

36の２〜59 ［略］

［略］

１ 社会福祉法による次の事務（（１）から（11）ま

で、（13）及び（14）に掲げる事務にあっては、長

寿介護課所管の社会福祉法人及び市町村の区域

を単位とする社会福祉協議会に係るものに限る

。）

（１）〜（８） ［略］

（９）・（10） ［略］

（11） 第55条において準用する民法第77条第２

項及び第83条の規定による届出の受理に関す

ること。

（12）〜（19） ［略］

１の２〜９ ［略］

福祉こど

もセンタ

ー所長及

び福祉事

務所長

１ 医療法（昭和23年法律第 205号）による次の

事務

（１）〜（18） ［略］

（19）〜（21） ［略］

（22） 第51条第１項の規定による決算の届出の

受理に関すること。

（23） 第55条第３項の規定による解散認可の申

請の受理に関すること。

（24） 第55条第５項の規定による解散の届出の

受理に関すること。

（25） 第56条第２項の規定による残余財産の処

分認可の申請の受理に関すること。

（26） 第56条第３項の規定による財産の帰属認

可の申請の受理に関すること。

保健所長

（13）〜（20） ［略］

２〜35の２ ［略］

36 土地改良法（昭和24年法律第 195号）による

次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第68条第４項において準用する第18条第

16項の規定による清算人の就任、退任、氏名

の変更及び住所の変更の届出の受理に関する

こと。

（４） 第71条の２の規定による清算結了の届出

の受理に関すること。

（５）・（６） ［略］

（７） 第84条において準用する第71条の２の規

定による清算結了の届出の受理に関すること

。

（８）〜（22） ［略］

36の２〜59 ［略］

［略］

１ 社会福祉法による次の事務（（１）から（12）ま

で、（14）及び（15）に掲げる事務にあっては、長

寿介護課所管の社会福祉法人及び市町村の区域

を単位とする社会福祉協議会に係るものに限る

。）

（１）〜（８） ［略］

（９） 第46条の７の規定による届出の受理に関

すること。

（10） 第47条の３の規定による届出の受理に関

すること。

（11）・（12） ［略］

（13）〜（20） ［略］

１の２〜９ ［略］

福祉こど

もセンタ

ー所長及

び福祉事

務所長

１ 医療法（昭和23年法律第 205号）による次の

事務

（１）〜（18） ［略］

（19） 第46条の４第６項の規定による特別代理

人の選任の請求の受理に関すること。

（20）〜（22） ［略］

（23） 第52条第１項の規定による事業報告書等

の届出の受理に関すること。

（24） 第55条第６項の規定による解散認可の申

請の受理に関すること。

（25） 第55条第８項の規定による解散の届出の

受理に関すること。

（26） 第56条の６の規定による清算人の就職の

届出の受理に関すること。

（27） 第56条の11の規定による清算結了の届出

保健所長
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［略］［略］

（27）・（28） ［略］

（29） 第68条において準用する民法第57条の規

定による特別代理人の選任の請求の受理に関

すること。

（30） 第68条において準用する民法第77条第２

項の規定による清算人の就任の届出の受理に

関すること。

（31） 第68条において準用する民法第83条の規

定による清算結了の届出の受理に関すること

。

１の２〜31 ［略］

31の２ 社会福祉法による次の事務（健康増進課

所管の社会福祉法人に係るものに限る。）

（１）〜（８） ［略］

（９）・（10） ［略］

（11） 第55条において準用する民法第77条第２

項及び第83条の規定による届出の受理に関す

ること。

（12）〜（14） ［略］

32〜69 ［略］

［略］

１〜２の31 ［略］

３ 土地改良法による次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第68条第２項において準用する第18条第

16項の規定による清算人の就任、退任、氏名

の変更及び住所の変更の届出の受理に関する

こと。

（４） 第76条において準用する民法第83条の規

定による清算結了の届出の受理に関すること

。

（５）・（６） ［略］

（７） 第84条において準用する第76条において

準用する民法第83条の規定による清算結了の

届出の受理に関すること。

（８）〜（22） ［略］

３の２〜23 ［略］

農林振興

局長

［略］

の受理に関すること。

（28）・（29） ［略］

１の２〜31 ［略］

31の２ 社会福祉法による次の事務（健康増進課

所管の社会福祉法人に係るものに限る。）

（１）〜（８） ［略］

（９） 第46条の７の規定による届出の受理に関

すること。

（10） 第47条の３の規定による届出の受理に関

すること。

（11）・（12） ［略］

（13）〜（15） ［略］

32〜69 ［略］

［略］

１〜２の31 ［略］

３ 土地改良法による次の事務

（１）・（２） ［略］

（３） 第68条第４項において準用する第18条第

16項の規定による清算人の就任、退任、氏名

の変更及び住所の変更の届出の受理に関する

こと。

（４） 第71条の２の規定による清算結了の届出

の受理に関すること。

（５）・（６） ［略］

（７） 第84条において準用する第71条の２の規

定による清算結了の届出の受理に関すること

。

（８）〜（22） ［略］

３の２〜23 ［略］

農林振興

局長

［略］

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第２条 児童福祉法施行細則（昭和45年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第14号の14（第６条の８関係）

［略］

備考

１ ［略］

２ 「法人である場合その種別」欄には、申請者が法人である

場合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人

様式第14号の14（第６条の８関係）

［略］

備考

１ ［略］

２ 「法人である場合その種別」欄には、申請者が法人である

場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団
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」、「一般財団法人」、「株式会社」等の別を記載してくだ

さい。

３〜５ ［略］

［略］

様式第14号の15（第６条の８関係）

［略］

備考

１ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会

福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人」、「一般財団

法人」、「株式会社」、「有限会社」等の別を記入してくだ

さい。

２〜５ ［略］

［略］

法人」「株式会社」等の別を記載してください。

３〜５ ［略］

［略］

様式第14号の15（第６条の８関係）

［略］

備考

１ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会

福祉法人」、「医療法人」、「社団法人」、「財団法人」、

「株式会社」、「有限会社」等の別を記入してください。

２〜５ ［略］

［略］

（土地改良法施行細則の一部改正）

第３条 土地改良法施行細則（昭和53年宮崎県規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（清算人の就任及び退任の届出）

第20条 法第68条第４項（法第84条において準用する場合を含む。

以下次条において同じ。）において準用する法第18条第16項前段

の規定による届出は、別記様式第19号による届出書によってしな

ければならない。

（清算人の住所及び氏名の変更の届出）

第21条 法第68条第４項において準用する法第18条第16項後段の規

定による届出は、別記様式第20号による届出書によってしなけれ

ばならない。

（清算結了の届出）

第22条 法第71条の２（法第84条において準用する場合を含む。）

の規定による届出は、別記様式第21号による届出書に、次に掲げ

る書類を添えてしなければならない。

（１） 清算報告書

（２） 清算報告に係る総会の議事録の謄本

（合併の認可の申請）

第23条 法第72条第２項の認可の申請は、別記様式第22号による申

請書によってしなければならない。

（県営土地改良事業の施行の申請等）

第26条 法第85条第８項、第85条の２第10項、第85条の３第５項若

しくは第11項又は第85条の４第４項の申請書の様式は、別記様式

第25号によるものとする。

２ 前項の申請書には、それぞれ法第85条第８項及び省令第57条の

３に規定する書類、法第85条の２第10項及び省令第57条の15に規

定する書類、法第85条の３第５項及び省令第57条の21に規定する

書類、法第85条の３第11項及び省令第57条の28において準用する

省令第57条の21に規定する書類又は法第85条の４第４項及び省令

第57条の31に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

（１）・（２） ［略］

様式第16号（第17条関係）

［略］

次のとおり換地処分をしたので、土地改良法第54条第３項（第

（清算人の就任及び退任の届出）

第20条 法第68条第２項（法第84条において準用する場合を含む。

以下次条において同じ。）において準用する法第18条第16項前後

の規定による届出は、別記様式第19号による届出書によってしな

ければならない。

（清算人の住所及び氏名の変更の届出）

第21条 法第68条第２項において準用する法第18条第16項後段の規

定による届出は、別記様式第20号による届出書によってしなけれ

ばならない。

（合併の認可の申請）

第22条 法第72条第２項の認可の申請は、別記様式第21号による申

請書によってしなければならない。

（清算結了の届出）

第23条 法第76条（法第84条において準用する場合を含む。）にお

いて準用する民法（明治29年法律第89号）第83条の規定による届

出は、別記様式第22号による届出書に、次に掲げる書類を添えて

しなければならない。

（１） 清算報告書

（２） 清算報告に係る総会の議事録の謄本

（県営土地改良事業の施行の申請等）

第26条 法第85条第６項、第85条の２第９項、第85条の３第５項若

しくは第11項又は第85条の４第３項の申請書の様式は、別記様式

第25号によるものとする。

２ 前項の申請書には、それぞれ法第85条第６項及び省令第57条の

３に規定する書類、法第85条の２第９項及び省令第57条の15に規

定する書類、法第85条の３第５項及び省令第57条の21に規定する

書類、法第85条の３第11項及び省令第57条の28において準用する

省令第57条の21に規定する書類又は法第85条の４第３項及び省令

第57条の31に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

（１）・（２） ［略］

様式第16号（第17条関係）

［略］

次のとおり換地処分をしたので、土地改良法第54条第３項（第



宮 崎 県 公 報 平成 20年 11月 28日（金曜日） 号外 第 66号

害 5害

96条（第96条の４）において準用する第54条第３項）の規定によ

り届け出ます。

［略］

様式第19号（第20条関係）

［略］

次のとおり清算人が就任（退任）したので、土地改良法第68条

第４項において準用する第18条第16項前段（第84条において準用

する第68条第４項において準用する第18条第16項前段）の規定に

より届け出ます。

［略］

様式第20号（第21条関係）

［略］

次のとおり清算人の住所（氏名）に変更があったので、土地改

良法第68条第４項（第84条において準用する第68条第４項）にお

いて準用する第18条第16項後段の規定により届け出ます。

［略］

様式第21号（第22条関係）

清算結了届出書

年 月 日

宮崎県知事 殿

住 所

申請者（電話番号）（郵便番号）

氏 名 魁

清算を結了したので、土地改良法第71条の２（法第84条におい

て準用する第71条の２）の規定により届け出ます。

１ 清算の結了した土地改良区の名称

（添付書類）

１

２

（注）１ 届出者が複数の場合は、届出者の欄は、連署すること

。

２ 不要の文字はまっ消すること。

様式第22号（第23条関係）

土地改良区合併認可申請書

年 月 日

宮崎県知事 殿

住 所

申請者

氏 名 魁

次のとおり合併したいので、土地改良法第72条第２項の規定に

より認可を申請します。

１ 新設合併又は吸収合併の別

２ 合併によって設立し、又は存続する土地改良区の名称及び事

務所の所在地

（添付書類）

１

２

３

（注）申請者の欄は、連署すること。

94条（第94条の４）において準用する第54条第３項）の規定によ

り届け出ます。

［略］

様式第19号（第20条関係）

［略］

次のとおり清算人が就任（退任）したので、土地改良法第68条

第２項において準用する第18条第16項前段（第84条において準用

する第68条第２項において準用する第18条第16項前段）の規定に

より届け出ます。

［略］

様式第20号（第21条関係）

［略］

次のとおり清算人の住所（氏名）に変更があったので、土地改

良法第68条第２項（第84条において準用する第68条第２項）にお

いて準用する第18条第16項後段の規定により届け出ます。

［略］

様式第21号（第22条関係）

土地改良区合併認可申請書

年 月 日

宮崎県知事 殿

住 所

申請者

氏 名 魁

次のとおり合併したいので、土地改良法第72条第２項の規定に

より認可を申請します。

１ 新設合併又は吸収合併の別

２ 合併によって設立し、又は存続する土地改良区の名称及び事

務所の所在地

（添付書類）

１

２

３

（注）申請者の欄は、連署すること。

様式第22号（第23条関係）

清算結了届出書

年 月 日

宮崎県知事 殿

住 所

申請者（電話番号）（郵便番号）

氏 名 魁

清算を結了したので、土地改良法第76条（第84条において準用

する第76条）において準用する民法第83条の規定により届け出ま

す。

１ 清算の結了した土地改良区の名称

（添付書類）

１

２

（注）１ 届出者が複数の場合は、届出者の欄は、連署すること

。

２ 不要の文字はまっ消すること。

（農業協同組合法施行規則の一部改正）

第４条 農業協同組合法施行規則（平成６年宮崎県規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



宮 崎 県 公 報平成 20年 11月 28日（金曜日） 号外 第 66号

害 6害

改正後改正前

（一時理事の職務を行うべき者の選任の請求）

第56条 法第72条の12の６の請求をしようとする者は、別記様式第

54号による請求書を知事に提出しなければならない。

（監事の報告）

第57条 法第72条の12の８第３号に規定する報告をしようとする監

事は、別記様式第55号による報告書を知事に提出しなければなら

ない。

（清算結了の届出）

第58条 法第72条の18の10の規定による届出をしようとする清算人

は、法第80条の清算結了の登記の完了した日から７日以内に、別

記様式第56号による届出書に次の書類を添えて、知事に提出しな

ければならない。

（１）〜（３） ［略］

様式第54号（第56条関係）

農事組合法人一時理事の職務を行うべき者選任請求書

［略］

農事組合法人は、理事の職務を行う者がないため遅滞によ

り損害を生ずるおそれがあるので、農業協同組合法第72条の12の

６の規定により、一時理事の職務を行うべき者の選任を請求しま

す。

［略］

様式第55号（第57条関係）

［略］

業務の執行

農事組合法人の につき、不整の事項を発見した

財産の状況

ので、農業協同組合法第72条の12の８第３号の規定により、次の

とおり報告します。

［略］

様式第56号（第58条関係）

［略］

清算結了の登記を完了したので、農業協同組合法第72条の18の

10の規定により、次のとおり届け出ます。

［略］

（仮理事の選任等の請求）

第56条 法第73条第２項において準用する民法（明治29年法律第89

号）第56条の請求をしようとする者は、別記様式第54号による請

求書を知事に提出しなければならない。

（監事の報告）

第57条 法第73条第２項において準用する民法第59条第３号の規定

による報告をしようとする監事は、別記様式第55号による報告書

を知事に提出しなければならない。

（清算結了の届出）

第58条 法第73条第４項において準用する民法第83条の規定による

届出をしようとする清算人は、法第81条の清算結了の登記の完了

した日から７日以内に、別記様式第56号による届出書に次の書類

を添えて、知事に提出しなければならない。

（１）〜（３） ［略］

様式第54号（第56条関係）

農事組合法人仮理事選任請求書

［略］

農事組合法人は、理事の職務を行う者がないため遅滞によ

り損害を生ずるおそれがあるので、農業協同組合法第73条第２項

の規定において準用する民法第56条の規定により、仮理事の選任

を請求します。

［略］

様式第55号（第57条関係）

［略］

業務の執行

農事組合法人の につき、不整の事項を発見した

財産の状況

ので、農業協同組合法第73条第２項の規定において準用する民法

第59条第３号の規定により、次のとおり報告します。

［略］

様式第56号（第58条関係）

［略］

清算結了の登記を完了したので、農業協同組合法第73条第４項

において準用する民法第83条の規定により、次のとおり届け出ま

す。

［略］

（うなぎ稚魚の取扱いに関する条例施行規則の一部改正）

第５条 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例施行規則（平成７年宮崎県規則第48号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（国の機関等がするうなぎ稚魚の譲受け等）

第２条 ［略］

２ 条例第３条第７号に規定するうなぎ稚魚の譲受け等をする場合

は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる行為をする場合とす

る。

（１） ［略］

（２） センター 定款に定める事業の範囲内でするうなぎ稚魚の

譲受け等

（３）〜（16） ［略］

３〜５ ［略］

（国の機関等がするうなぎ稚魚の譲受け等）

第２条 ［略］

２ 条例第３条第７号に規定するうなぎ稚魚の譲受け等をする場合

は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる行為をする場合とす

る。

（１） ［略］

（２） センター 寄附行為に定める事業の範囲内でするうなぎ稚

魚の譲受け等

（３）〜（16） ［略］

３〜５ ［略］

（宮崎県行政組織規則の一部改正）

第６条 宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

（行政経営課）

第12条 行政経営課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）〜（７） ［略］

（８） 公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一

般財団法人の総合調整に関すること。

（９）・（10） ［略］

（行政経営課）

第12条 行政経営課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）〜（７） ［略］

（８） 知事の所管に属する公益法人の総合調整に関すること。

（９）・（10） ［略］

（宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正）

第７条 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成10年宮崎県規則第69号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（事業報告書等の提出）

第８条 ［略］

２ 特定非営利活動法人（以下「法人」という。）は、法第29条第

２項の閲覧の用に供するため、次の表の左欄に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる提出すべき書類を、同表の

右欄に掲げる提出すべき時期において、それぞれ１通を知事に提

出するものとする。

様式第８号（第11条関係）

清 算 人 就 任 届 出 書

［略］

当法人の解散に係る清算中に清算人が就任したので、特定非営

利活動促進法第31条の８の規定により、下記のとおり届け出ます

。

［略］

１ ［略］

２ 清算人が就任した年月日

様式第10号（第13条関係）

［略］

当法人の清算が結了したので、特定非営利活動促進法第32条の

３の規定により届け出ます。

（事業報告書等の提出）

第８条 ［略］

２ 特定非営利活動法人（以下「法人」という。）は、法第29条第

２項の閲覧の用に供するため、次の表の左欄に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる提出すべき書類を、同表の

右欄に掲げる提出すべき時期において、それぞれ１通を知事に提

出するものとする。

様式第８号（第11条関係）

清 算 人 就 職 届 出 書

［略］

当法人の解散に係る清算中に清算人が就職したので、特定非営

利活動促進法第40条において準用する民法第77条第２項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。

［略］

１ ［略］

２ 清算人が就職した年月日

様式第10号（第13条関係）

［略］

当法人の清算が結了したので、特定非営利活動促進法第40条に

おいて準用する民法第83条の規定により届け出ます。

提出すべき時期提 出 す べ き 書 類区 分

［略］当該設立又は合併の認証に係る

法第10条第１項第１号の書類、

法第13条第２項（法第39条第２

項において準用する場合を含む

。この項の右欄において同じ。

）の登記に関する書類の写し及

び法第14条において準用する民

法（明治29年法律第89号）第51

条第１項の設立の時の財産目録

又は法第35条第１項の合併の時

の財産目録

１ 設立

又は合

併の認

証を受

けた場

合

［略］

提出すべき時期提 出 す べ き 書 類区 分

［略］当該設立又は合併の認証に係る

法第10条第１項第１号の書類、

法第13条第２項（法第39条第２

項において準用する場合を含む

。この項の右欄において同じ。

）の登記に関する書類の写し及

び法第14条の財産目録又は法第

35条第１項の合併の時の財産目

録

１ 設立

又は合

併の認

証を受

けた場

合

［略］

（指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等に関する規則の一部改正）

第８条 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等に関する規則（平成11年宮崎県規則第57号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

備考 １ ［略］

２ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

備考 １ ［略］

２ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「
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社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人」、「

一般財団法人」、「株式会社」、「有限会社」等の別を

記入してください。

３〜６ ［略］

［略］

様式第２号（第３条関係）

［略］

備考 １ ［略］

２ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「

社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人」、「

一般財団法人」、「株式会社」、「有限会社」等の別を

記入してください。

３〜７ ［略］

社会福祉法人」、「医療法人」、「社団法人」、「財団

法人」、「株式会社」、「有限会社」等の別を記入して

ください。

３〜６ ［略］

［略］

様式第２号（第３条関係）

［略］

備考 １ ［略］

２ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「

社会福祉法人」、「医療法人」、「社団法人」、「財団

法人」、「株式会社」、「有限会社」等の別を記入して

ください。

３〜７ ［略］

（消費生活協同組合法施行細則の一部改正）

第９条 消費生活協同組合法施行細則（平成12年宮崎県規則第81号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（届出）

第６条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく

当該各号に掲げる様式により知事に届け出るものとする。

（１）〜（８） ［略］

（９） 破産法（平成16年法律第75号）第19条第４項において準用

する同条第１項の規定による破産手続開始の申立てをし、又は

同法第30条第１項の規定による破産手続開始の決定を受けた場

合 別記様式第13号

（10）〜（12） ［略］

（届出）

第６条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく

当該各号に掲げる様式により知事に届け出るものとする。

（１）〜（８） ［略］

（９） 民法（明治29年法律第89号）第70条の規定により破産手続

開始の申立てをし、又は破産手続開始の決定を受けた場合 別

記様式第13号

（10）〜（12） ［略］

（宮崎県中小企業高度化資金貸付規則の一部改正）

第10条 宮崎県中小企業高度化資金貸付規則（平成12年宮崎県規則第 130号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（貸付対象事業等）

第２条 県は、中小企業者、中小企業の新たな事業活動の促進に関

する法律（平成11年法律第18号）第９条第１項に規定する中小企

業者等、下請中小企業振興法（昭和45年法律第 145号）第５条第

１項に規定する特定下請組合等、独立行政法人中小企業基盤整備

機構法施行令（平成16年政令第 182号）第２条第１項第２号イに

規定する特定中小企業団体及び同号ホに規定する一般社団法人並

びに同項第３号に規定する事業協同組合等及び特定中小事業者並

びに同条第２項第１号に規定する特定会社、一般社団法人若しく

は一般財団法人（一般社団法人にあってはその社員総会における

議決権の２分の１以上を中小企業者その他の経済産業省令で定め

る者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠

出された財産の価額の２分の１以上が中小企業者その他の経済産

業省令で定める者により拠出されているものに限る。以下「一般

社団法人等」という。）、商工会、商工会連合会、商工会議所、

日本商工会議所並びに市町村で、次の各号に掲げる事業のいずれ

かを行うもの並びに法第15条第１項第４号の規定により業務を行

う独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）

に対し、高度化資金を貸し付けるものとする。

（１）・（２） ［略］

２・３ ［略］

（連帯保証人等）

第14条 ［略］

２ ［略］

（貸付対象事業等）

第２条 県は、中小企業者、中小企業の新たな事業活動の促進に関

する法律（平成11年法律第18号）第９条第１項に規定する中小企

業者等、下請中小企業振興法（昭和45年法律第 145号）第５条第

１項に規定する特定下請組合等、独立行政法人中小企業基盤整備

機構法施行令（平成16年政令第 182号）第２条第１項第２号イに

規定する特定中小企業団体及び同号ホに規定する特定社団法人並

びに同項第３号に規定する事業協同組合等及び特定中小事業者並

びに同条第２項第１号に規定する特定会社、民法（明治29年法律

第89号）第34条の規定により設立された法人（以下「公益法人」

という。）、商工会、商工会連合会、商工会議所、日本商工会議

所並びに市町村で、次の各号に掲げる事業のいずれかを行うもの

並びに法第15条第１項第４号の規定により業務を行う独立行政法

人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）に対し、高度

化資金を貸し付けるものとする。

（１）・（２） ［略］

２・３ ［略］

（連帯保証人等）

第14条 ［略］

２ ［略］
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３ 第１項の規定にかかわらず、一般社団法人等が貸付決定者であ

るときは、当該一般社団法人等に出資又は出捐している地方公共

団体の損失補償をもって連帯保証に代えることができる。

３ 第１項の規定にかかわらず、公益法人が貸付決定者であるとき

は、当該公益法人に出資又は出捐している地方公共団体の損失補

償をもって連帯保証に代えることができる。

（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第11条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年宮崎県規則第42号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（鳥獣の保護繁殖上一般に支障がないと認められる行為の指定）

第８条 法第29条第７項ただし書に規定する鳥獣の保護に支障がな

いと認められる行為であって知事が定めるものは、次に掲げる行

為とする。

（１）〜（３） ［略］

（４） 法第29条第７項第４号の政令で定める行為のうち、次に掲

げる行為

ア〜ク ［略］

ケ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関、大学又は一般社

団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするもの

が試験研究又は学術研究として行う行為（あらかじめ、知事

に通知したものに限る。）

コ〜ス ［略］

（鳥獣の保護繁殖上一般に支障がないと認められる行為の指定）

第８条 法第29条第７項ただし書に規定する鳥獣の保護に支障がな

いと認められる行為であって知事が定めるものは、次に掲げる行

為とする。

（１）〜（３） ［略］

（４） 法第29条第７項第４号の政令で定める行為のうち、次に掲

げる行為

ア〜ク ［略］

ケ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は

民法（昭和29年法律第89号）第34条の規定により設立された

法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究

として行う行為（あらかじめ、知事に通知したものに限る。

）

コ〜ス ［略］

（医療法施行細則の一部改正）

第12条 医療法施行細則（平成18年宮崎県規則第50号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

第26条 削除

（特別代理人の選任申請）

第31条 法第46条の４第６項の規定により特別代理人の選任を請求

しようとする者は、特別代理人選任申請書（別記様式第44号）に

次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

（１）〜（３） ［略］

（法人解散の届出）

第31条の２ 法第55条第８項の規定による届出は、医療法人解散届

（別記様式第44号の２）によるものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

。

（１） 解散の理由書

（２） 財産目録及び貸借対照表

（３） 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

（４） 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

（清算中の清算人就職の届出）

第32条 法第56条の６の規定による届出は、医療法人清算人就職届

（別記様式第45号）によるものとする。

（清算結了の届出）

（法人解散の届出）

第26条 法第55条第５項の規定による届出は、医療法人解散届（別

記様式第39号）によるものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

。

（１） 解散の理由書

（２） 財産目録及び貸借対照表

（３） 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

（４） 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

（特別代理人の選任申請）

第31条 法第68条において準用する民法（明治29年法律第89号）第

57条の規定により特別代理人の選任を請求しようとする者は、特

別代理人選任申請書（別記様式第44号）に次に掲げる書類を添付

して知事に提出しなければならない。

（１）〜（３） ［略］

（清算中の清算人就任の届出）

第32条 法第68条において準用する民法第77条第２項（届出に関す

る部分に限る。）の規定による届出は、医療法人清算人就任届（

別記様式第45号）によるものとする。

（清算結了の届出）
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第33条 法第56条の11の規定による届出は、医療法人清算結了届（

別記様式第46号）によるものとする。

様式第38号（第25条関係）

［略］

次のとおり医療法人の解散の認可を受けたいので、医療法第55

条第６項の規定により申請します。

［略］

第33条 法第68条において準用する民法第83条の規定による届出は

、医療法人清算結了届（別記様式第46号）によるものとする。

様式第38号（第25条関係）

［略］

次のとおり医療法人の解散の認可を受けたいので、医療法第55

条第３項の規定により申請します。

［略］

別記様式第39号を次のように改める。

様式第39号 削除

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第44号（第31条関係）

［略］

次のとおり特別代理人の選任を受けたいので、医療法第46条の

４第６項の規定により申請します。

［略］

様式第44号（第31条関係）

［略］

次のとおり特別代理人の選任を受けたいので、医療法第68条に

おいて準用する民法第57条の規定により申請します。

［略］

別記様式第44号の次に次の１様式を加える。
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改正後改正前

様式第45号（第32条関係）

医療法人清算人就職届

［略］

次のとおり清算人の異動があり、新たに清算人就職登記を行っ

たので、医療法第56条の６の規定により届け出ます。

［略］

様式第46号（第33条関係）

［略］

年 月 日付けをもって解散した当医療法人の清

算は、 年 月 日に結了しましたので、医療法第56

条の11の規定により清算書を添えて届け出ます。

様式第45号（第32条関係）

医療法人清算人就任届

［略］

次のとおり清算人の異動があり、新たに清算人就任登記を行っ

たので、医療法第68条において準用する民法第77条第２項の規定

により届け出ます。

［略］

様式第46号（第33条関係）

［略］

年 月 日付けをもって解散した当医療法人の清

算は、 年 月 日に結了しましたので、医療法第68

条において準用する民法第83条の規定により清算書を添えて届け

出ます。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（宮崎県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正）

第13条 宮崎県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成18年宮崎県規則第66号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第３条、第４条関係）別表第１（第３条、第４条関係）

［略］

［略］宮崎県財務規則（昭和39年宮

崎県規則第２号）

第12条第１項宮崎県教育委員会の所管に属

する民法第34条の法人の設立

及び監督に関する規則（昭和

44年宮崎県教育委員会規則第

７号）

［略］

［略］宮崎県教育委員会の所管に属

する公益信託の引受けの許可

及び監督に関する規則（昭和

57年宮崎県教育委員会規則第

10号）

第８条知事の所管に属する公益法人

の設立及び監督に関する規則

（昭和59年宮崎県規則第５号

）

［略］

第15条知事の所管に属する公益信託

の引受けの許可及び監督に関

する規則（平成６年宮崎県規

則第29号）

［略］

［略］

［略］宮崎県財務規則（昭和39年宮

崎県規則第２号）

［略］

［略］宮崎県教育委員会の所管に属

する公益信託の引受けの許可

及び監督に関する規則（昭和

57年宮崎県教育委員会規則第

10号）

［略］

第27条知事の所管に属する公益信託

の引受けの許可及び監督に関

する規則（平成６年宮崎県規

則第29号）

［略］

（障害者自立支援法施行細則の一部改正）

第14条 障害者自立支援法施行細則（平成18年宮崎県規則第83号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

備考

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

備考
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１ ［略］

２ 「法人である場合その種別」欄には、申請者が法人である

場合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人

」、「一般財団法人」、「株式会社」等の別を記載してくだ

さい。

３〜５ ［略］

［略］

様式第２号（第３条関係）

［略］

備考

１ ［略］

２ 「法人である場合その種別」欄は、申請者が法人である場

合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「一般社団法人」

、「一般財団法人」、「株式会社」等の別を記載してくださ

い。

３〜５ ［略］

１ ［略］

２ 「法人である場合その種別」欄には、申請者が法人である

場合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「社団法人」、

「財団法人」、「株式会社」等の別を記載してください。

３〜５ ［略］

［略］

様式第２号（第３条関係）

［略］

備考

１ ［略］

２ 「法人である場合その種別」欄は、申請者が法人である場

合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「社団法人」、「

財団法人」、「株式会社」等の別を記載してください。

３〜５ ［略］

（宮崎県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則の一部改正）

第15条 宮崎県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則（平成19年宮崎県規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

備考 １ ［略］

２ 「法人の種別」欄は、「社会福祉法人」、「医療法人

」、「一般社団法人」、「一般財団法人」、「株式会

社」等の別を記入してください。

３〜７ ［略］

［略］

別記

様式第１号（第２条関係）

［略］

備考 １ ［略］

２ 「法人の種別」欄は、「社会福祉法人」「医療法人」

「社団法人」「財団法人」「株式会社」等の別を記入し

てください。

３〜７ ［略］

［略］

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成20年12月１日から施行する。

（知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止）

２ 知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和59年宮崎県規則第５号）は、廃止する。

（宮崎県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置）

３ 第13条の規定による改正前の宮崎県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第１左

欄に掲げる宮崎県教育委員会の所管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則（昭和44年宮崎県教育委員会規則第７号）の

右欄に掲げる規定及び同表左欄に掲げる知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の右欄に掲げる規定による書面の保存

については、なお従前の例による。

（用紙に関する経過措置）

４ この規則の施行の際現に存する第２条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第３条の規定による改正前の土地改良法施行細則、

第４条の規定による改正前の農業協同組合法施行規則、第７条の規定による改正前の宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則、第

８条の規定による改正前の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の指定等に関する規則、第12条の規定に

よる改正前の医療法施行細則、第14条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則及び第15条の規定による改正前の宮崎県指定市町

村事務受託法人の指定等に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

知事の所轄する社会福祉法人に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県規則第69号

知事の所轄する社会福祉法人に関する規則の一部を改正する規則

知事の所轄する社会福祉法人に関する規則（昭和62年宮崎県規則第23号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

（設立登記の届出）

第３条 法人は、法第28条第１項の規定により設立の登記をしたと

きは、社会福祉法人設立登記完了届（別記様式第２号）に当該登

記に係る登記事項証明書及び登記所に届け出た印鑑の証明書を添

付して、遅滞なく知事に届け出なければならない。

（役員異動の届出）

第５条 ［略］

２ 前項の届出が新たに就任する役員に係るものであるときは、そ

の者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書を添付し、代表権

を有する理事の就任に係るものであるときは、変更の登記後の登

記事項証明書を添付しなければならない。

（定款の変更認可の申請等）

第６条 ［略］

２ ［略］

３ 定款の変更の認可を受けた法人は、当該定款の変更認可に伴い

法第28条第１項の規定により変更の登記をしたときは、社会福祉

法人変更登記完了届（別記様式第６号）に変更の登記後の登記事

項証明書を添付して、遅滞なく知事に届け出なければならない。

（基本財産の処分の申請）

第８条 法人は、基本財産を処分し、又は担保に供することについ

て、定款の定めるところにより知事の承認を受けようとするとき

は、基本財産の処分にあっては社会福祉法人基本財産処分承認申

請書（別記様式第８号）に、基本財産の担保提供にあっては社会

福祉法人基本財産担保提供承認申請書（別記様式第９号）に、そ

れぞれ次に掲げる書類を添付して、知事に正副２部を提出しなけ

ればならない。

（１）・（２） ［略］

（３） 処分し、又は担保に供する物件が不動産の場合は、当該物

件の登記事項証明書及び価格評価書

（４）・（５） ［略］

（仮理事選任の請求）

第11条 法第39条の３の規定により仮理事の選任の請求をしようと

する利害関係人は、社会福祉法人仮理事選任請求書（別記様式第

11号）に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければなら

ない。

（１） 法人の登記事項証明書

（２）〜（４） ［略］

（解散の認可又は認定の申請等）

第12条 ［略］

２ 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の

就職の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記等完了届（別記

様式第13号）にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅

滞なく知事に届け出なければならない。

（清算人就職の届出）

第14条 解散した法人の清算中に就職した清算人は、法第46条の７

の規定によりその旨の届出をするときは、社会福祉法人清算人就

職登記完了届（別記様式第15号）に当該登記後の登記事項証明書

を添付して、遅滞なく知事に届け出なければならない。

（清算結了の届出）

第15条 解散した法人の清算人は、法第47条の３の規定により清算

結了の届出をするときは、社会福祉法人清算結了届（別記様式第

16号）に清算書を添付して、遅滞なく知事に届け出なければなら

（設立登記の届出）

第３条 法人は、法第28条第１項の規定により設立の登記をしたと

きは、社会福祉法人設立登記完了届（別記様式第２号）に当該登

記に係る登記簿謄本及び登記所に届け出た印鑑の証明書を添付し

て、遅滞なく知事に届け出なければならない。

（役員異動の届出）

第５条 ［略］

２ 前項の届出が新たに就任する役員に係るものであるときは、そ

の者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書を添付し、代表権

を有する理事の就任に係るものであるときは、変更の登記後の登

記簿謄本を添付しなければならない。

（定款の変更認可の申請等）

第６条 ［略］

２ ［略］

３ 定款の変更の認可を受けた法人は、当該定款の変更認可に伴い

法第28条第１項の規定により変更の登記をしたときは、社会福祉

法人変更登記完了届（別記様式第６号）に変更の登記後の登記簿

謄本を添付して、遅滞なく知事に届け出なければならない。

（基本財産の処分の申請）

第８条 法人は、基本財産を処分し、又は担保に供することについ

て、定款の定めるところにより知事の承認を受けようとするとき

は、基本財産の処分にあっては社会福祉法人基本財産処分承認申

請書（別記様式第８号）に、基本財産の担保提供にあっては社会

福祉法人基本財産担保提供承認申請書（別記様式第９号）に、そ

れぞれ次に掲げる書類を添付して、知事に正副２部を提出しなけ

ればならない。

（１）・（２） ［略］

（３） 処分し、又は担保に供する物件が不動産の場合は、当該物

件の登記簿謄本及び価格評価書

（４）・（５） ［略］

（仮理事選任の請求）

第11条 法第45条において準用する民法（明治29年法律第89号）第

56条の規定により仮理事の選任の請求をしようとする利害関係人

は、社会福祉法人仮理事選任請求書（別記様式第11号）に次に掲

げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

（１） 法人の登記簿謄本

（２）〜（４） ［略］

（解散の認可又は認定の申請等）

第12条 ［略］

２ 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の

就任の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記等完了届（別記

様式第13号）にこれらの登記後の登記簿謄本を添付して、遅滞な

く知事に届け出なければならない。

（清算人就任の届出）

第14条 解散した法人の清算中に就任した清算人は、法第55条にお

いて準用する民法第77条第２項の規定によりその旨の届出をする

ときは、社会福祉法人清算人就任登記完了届（別記様式第15号）

に当該登記後の登記簿謄本を添付して、遅滞なく知事に届け出な

ければならない。

（清算結了の届出）

第15条 解散した法人の清算人は、法第55条において準用する民法

第83条の規定により清算結了の届出をするときは、社会福祉法人

清算結了届（別記様式第16号）に清算書を添付して、遅滞なく知



宮 崎 県 公 報 平成 20年 11月 28日（金曜日） 号外 第 66号

害 15害

ない。

（合併認可の申請等）

第16条 ［略］

２ 合併の認可を受けた法人のうち、合併により設立したもの又は

合併後存続するものは、合併による解散の登記及び合併による設

立の登記又は合併による変更の登記をしたときは、社会福祉法人

合併完了届（別記様式第18号）にこれらの登記後の登記事項証明

書を添付して、遅滞なく知事に届け出なければならない。

様式第４号（第５条関係）

［略］

（注意）

１ ［略］

２ 代表権を有する理事の就任の場合には、変更の登記後の登記

事項証明書を添付すること。

様式第６号（第６条関係）

［略］

（注意） この届には、変更登記後の登記事項証明書を添付する

こと。

様式第13号（第12条関係）

［略］

当法人の解散に伴い、解散及び清算人の登記が完了したので、

登記事項証明書を添えて届け出ます。

様式第15号（第14条関係）

社会福祉法人清算人就職登記完了届

［略］

当法人は、下記のとおり清算人の異動があり、新たに清算人就

職登記を行いましたので、登記事項証明書を添えて届け出ます。

［略］

様式第18号（第16条関係）

［略］

当法人の合併が完了しましたので、関係登記事項証明書を添え

て届け出ます。

［略］

事に届け出なければならない。

（合併認可の申請等）

第16条 ［略］

２ 合併の認可を受けた法人のうち、合併により設立したもの又は

合併後存続するものは、合併による解散の登記及び合併による設

立の登記又は合併による変更の登記をしたときは、社会福祉法人

合併完了届（別記様式第18号）にこれらの登記後の登記簿謄本を

添付して、遅滞なく知事に届け出なければならない。

様式第４号（第５条関係）

［略］

（注意）

１ ［略］

２ 代表権を有する理事の就任の場合には、変更の登記後の登記

簿謄本を添付すること。

様式第６号（第６条関係）

［略］

（注意） この届には、変更登記後の登記簿謄本を添付すること

。

様式第13号（第12条関係）

［略］

当法人の解散に伴い、解散及び清算人の登記が完了したので、

登記簿謄本を添えて届け出ます。

様式第15号（第14条関係）

社会福祉法人清算人就任登記完了届

［略］

当法人は、下記のとおり清算人の異動があり、新たに清算人就

任登記を行いましたので、登記簿謄本を添えて届け出ます。

［略］

様式第18号（第16条関係）

［略］

当法人の合併が完了しましたので、関係登記簿謄本を添えて届

け出ます。

［略］

附 則

この規則は、平成20年12月１日から施行する。

宮崎県事務決裁規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成20年11月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

訓令第27号

本 庁

各出先機関

宮崎県事務決裁規程の一部を改正する訓令

宮崎県事務決裁規程（昭和40年訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

訓訓 令令

改正後改正前

別表第１（第３条関係）

付表

別表第１（第３条関係）

付表

［略］ ［略］

１ 民法（明治29年法律第89号）第34条の規定による公益法

人の設立許可に関すること。

１ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（

平成18年法律第49号）第４条の規定による認定及び第25条

第１項の規定による合併による地位の承継の認可並びに一
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別表第２（第４条関係）別表第２（第４条関係）

２〜19 ［略］

般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第44

条の規定による認定、第45条の規定による認可及び第69条

第１項の規定による合併の認可に関すること。

２〜19 ［略］

摘

要

専 決 区 分事 項事務

担当

リー

ダー

課

長

補

佐

課

長

次

長

部

長

副

知

事

［略］

○（１） 基本財産

及び解散後の

財産の処分の

許可に関する

こと。

５ 公益

法人に

関する

事務

○（２） 定款及び

寄附行為の変

更の認可に関

すること。

○（３）（２）のう

ち軽易なもの

○（４） 業務及び

財産の状況検

査等に関する

こと。

○（５） 報告及び

届出の受理並

びに報告の徴

収に関するこ

と。

摘

要

専 決 区 分事 項事務

担当

リー

ダー

課

長

補

佐

課

長

次

長

部

長

副

知

事

［略］

（１） 公益社団５ 公益

社団法

人及び

公益財

団法人

並びに

一般社

団法人

及び一

般財団

法人に

関する

事務

法人及び公益

財団法人の認

定等に関する

法律による次

の事務

○ア 変更の認

定に関する

こと。

○イ 認定の取

消しに関す

ること。

○ウ 勧告及び

措置命令に

関すること

。

○エ 報告徴収

、立入検査

等に関する

こと。

○オ 通知、送

付、意見聴

取、意見陳

述、報告、

公示、公表

及び登記嘱

託並びに通

知、届出及

び書類等の

受理に関す

ること。

（２） 一般社団

法人及び一般

財団法人に関

する法律及び

公益社団法人

及び公益財団

法人の認定等

に関する法律

の施行に伴う

関係法律の整
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［略］［略］

［略］

備等に関する

法律による次

の事務

○ア 公益目的

支出計画の

変更の認可

に関するこ

と。

○イ 認定及び

認可の取消

しに関する

こと。

○ウ 勧告、措

置命令及び

解散命令に

関すること

。

○エ 解散時の

残余財産の

処分の帰属

に係る承認

に関するこ

と。

○オ 吸収合併

契約に係る

承認に関す

ること。

○カ 最初の評

議員の選任

に係る認可

に関するこ

と。

○キ 報告徴収

、立入検査

等に関する

こと。

○ク 通知、送

付、意見聴

取、意見陳

述、報告、

確認、公示

、催告及び

登記嘱託並

びに通知、

届出及び書

類等の受理

に関するこ

と。

［略］

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成20年12月１日から施行する。

（経過措置）
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２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成18年法律第50号）第42条第１項に規定する特例社団法人及び特例財団法人に関する事務（この訓令による改正前の宮

崎県事務決裁規程別表第２の５の項に掲げる事務に限る。）に係る専決区分については、なお従前の例による。

県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則及び県教育庁組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

宮崎県教育委員会委員長 大 重 都志春

宮崎県教育委員会規則第12号

県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則及び県教育庁組織規則の一部を改正する規則

（県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部改正）

第１条 県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則（昭和41年宮崎県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

教育委員会規教育委員会規則則

改正後改正前

（教育長への委任）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する

事務を教育長に委任する。

（１）〜（19） ［略］

（20） 教育に関する特例民法法人及び公益信託に関する事務のう

ち許可、認可及び承認に関すること。

（21）〜（30） ［略］

（専決）

第５条 教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ

る事務を教育長に専決させるものとする。

（１）〜（14） ［略］

（15） 教育に関する特例民法法人及び公益信託に関する事務のう

ち認可及び承認に関すること。

（16）〜（25） ［略］

２ ［略］

（教育長への委任）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する

事務を教育長に委任する。

（１）〜（19） ［略］

（20） 教育に関する公益法人及び公益信託に関する事務のうち許

可、認可及び承認に関すること。

（21）〜（30） ［略］

（専決）

第５条 教育委員会は、第２条各号に掲げる事務のうち、次に掲げ

る事務を教育長に専決させるものとする。

（１）〜（14） ［略］

（15） 教育に関する公益法人及び公益信託に関する事務のうち認

可及び承認に関すること。

（16）〜（25） ［略］

２ ［略］

（県教育庁組織規則の一部改正）

第２条 県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定を下線で示すように改正する。

改正後改正前

（総務課の分掌事務）

第２条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（14） ［略］

（15） 教育に関する特例民法法人及び公益信託に関すること。

（16）〜（20） ［略］

（総務課の分掌事務）

第２条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（14） ［略］

（15） 教育に関する公益法人及び公益信託に関すること。

（16）〜（20） ［略］

附 則

この規則は、平成20年12月１日から施行する。

宮崎県教育委員会の所管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

宮崎県教育委員会委員長 大 重 都志春

宮崎県教育委員会規則第13号

宮崎県教育委員会の所管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則

宮崎県教育委員会の所管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則（昭和44年宮崎県教育委員会規則第７号）は、廃止する

。

附 則

この規則は、平成20年12月１日から施行する。
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宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成20年11月28日

宮崎県教育委員会教育長 渡 辺 義 人

宮崎県教育委員会教育長訓令第６号

本 庁

各出先機関

各教育機関

宮崎県教育委員会事務決裁等規程の一部を改正する訓令

宮崎県教育委員会事務決裁等規程（平成７年宮崎県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

教育長訓教育長訓令令

改正後改正前

別表第１（第３条関係）

本庁共通専決事項

別表第２（第４条関係）

本庁各課（室）特定専決事項

別表第１（第３条関係）

本庁共通専決事項

別表第２（第４条関係）

本庁各課（室）特定専決事項

専 決 区 分

事 項事 務

担当

リー

ダー

課（

室）

長補

佐

課（

室）

長

教育

次長

教育

長

［略］（１） 県教育委員会

の権限に属する事

務の一部委任等に

関する規則（昭和

41年宮崎県教育委

員会規則第１号）

第２条及び第３条

の規定により、教

育委員会に付議し

なければならない

次に掲げる事項の

原案作成に関する

こと。

ア〜ツ ［略］

テ 教育に関する

公益法人及び公

益信託に関する

事務のうち、許

可に関すること

。

ト〜ノ ［略］

１ 教

育委

員会

の付

議事

項案

に関

する

事務

［略］

専 決 区 分

事 項事 務

担当

リー

ダー

課（

室）

長補

佐

課（

室）

長

教育

次長

教育

長

［略］（１） 県教育委員会

の権限に属する事

務の一部委任等に

関する規則（昭和

41年宮崎県教育委

員会規則第１号）

第２条及び第３条

の規定により、教

育委員会に付議し

なければならない

次に掲げる事項の

原案作成に関する

こと。

ア〜ツ ［略］

テ 教育に関する

特例民法法人及

び公益信託に関

する事務のうち

、許可に関する

こと。

ト〜ノ ［略］

１ 教

育委

員会

の付

議事

項案

に関

する

事務

［略］

専 決 区 分

事 項課（室

）

課（

室）

長補

佐

課（

室）

長

教育

次長

教育

長

［略］１ 総

務課 ［略］（15） 公益法人及び公益信

託に関する報告及び届出

の受理並びに報告の徴収

専 決 区 分

事 項課（室

）

課（

室）

長補

佐

課（

室）

長

教育

次長

教育

長

［略］１ 総

務課 ［略］（15） 特例民法法人及び公

益信託に関する報告及び

届出の受理並びに報告の
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附 則

この訓令は、平成20年12月１日から施行する。

宮崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

宮崎県公安委員会規則第６号

宮崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

宮崎県警察の組織に関する規則（昭和56年宮崎県公安員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

公安委員会規公安委員会規則則

改正後改正前

（警務課）

第６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（９） ［略］

（10） 特例民法法人及び公益信託の監督事務の総合調整並びに警

務課の所管に係る特例民法法人の監督事務に関すること。

（11）〜（18） ［略］

２〜８ ［略］

（厚生課）

第９条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（４） ［略］

（５） 厚生課の所管に係る特例民法法人の監督事務に関すること

。

（６）〜（８） ［略］

（生活安全企画課）

第11条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（７） ［略］

（８） インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行

為の規制等に関する法律（平成15年法律第83号）の施行に関す

ること。

（９）〜（13） ［略］

（14） 生活安全企画課の所管に係る特例民法法人の監督事務に関

すること。

（15） ［略］

２〜８ ［略］

（少年課）

第12条の２ 少年課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（７） ［略］

（８） ［略］

（組織犯罪対策課）

第16条の２ 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（３） ［略］

（４） 組織犯罪対策課の所管に係る特例民法法人の監督事務に関

すること。

（５）〜（10） ［略］

２〜５ ［略］

（警務課）

第６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（９） ［略］

（10） 公益法人及び公益信託の監督事務の総合調整並びに警務課

の所管に係る公益法人の監督事務に関すること。

（11）〜（18） ［略］

２〜８ ［略］

（厚生課）

第９条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（４） ［略］

（５） 厚生課の所管に係る公益法人の監督事務に関すること。

（６）〜（８） ［略］

（生活安全企画課）

第11条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（７） ［略］

（８）〜（12） ［略］

（13） 生活安全企画課の所管に係る公益法人の監督事務に関する

こと。

（14） ［略］

２〜８ ［略］

（少年課）

第12条の２ 少年課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（７） ［略］

（８） インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行

為の規制等に関する法律（平成15年法律第83号）の施行に関す

ること。

（９） ［略］

（組織犯罪対策課）

第16条の２ 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（３） ［略］

（４） 組織犯罪対策課の所管に係る公益法人の監督事務に関する

こと。

（５）〜（10） ［略］

２〜５ ［略］

に関すること。

［略］

徴収に関すること。

［略］
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（交通企画課）

第20条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（８） ［略］

（９） 交通企画課の所管に係る特例民法法人の監督事務に関する

こと。

（10）〜（12） ［略］

（交通規制課）

第22条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（５） ［略］

（６） 交通規制課の所管に係る特例民法法人の監督事務に関する

こと。

（７） ［略］

２・３ ［略］

（運転免許課）

第23条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（８） ［略］

（９） 運転免許課の所管に係る特例民法法人の監督事務に関する

こと。

（10） ［略］

２〜５ ［略］

（交通企画課）

第20条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（８） ［略］

（９） 交通企画課の所管に係る公益法人の監督事務に関すること

。

（10）〜（12） ［略］

（交通規制課）

第22条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（５） ［略］

（６） 交通規制課の所管に係る公益法人の監督事務に関すること

。

（７） ［略］

２・３ ［略］

（運転免許課）

第23条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

（１）〜（８） ［略］

（９） 運転免許課の所管に係る公益法人の監督事務に関すること

。

（10） ［略］

２〜５ ［略］

附 則

この規則は、平成20年12月１日から施行する。

宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

宮崎県公安委員会規則第７号

宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

宮崎県道路交通法施行細則（昭和35年宮崎県公安員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第40号（第43条関係）

警察署用

（１枚目）

［略］

様式第40号（第43条関係）

本部用

（２枚目表）

様式第40号（第43条関係）

警察署用

（１枚目）

［略］

様式第40号（第43条関係）

本部用

（２枚目表）

［略］

［略］

［略］

１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ 財団法人 ４ 社団法人

５ その他（ ）

法人の種類

［略］

［略］

［略］

［略］

１ 株式会社

２ その他（ ）

法人の種類

［略］

［略］

［略］

［略］

１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ 財団法人 ４ 社団法人

５ その他（ ）

法人の種類

［略］

［各役員関係］

□ 戸籍謄本又は抄本

□ 登記事項証明書

□ 診断書

［法人関係］

□ 定款・寄附行為等

□ 登記事項証明書

□ 役員の氏名及び住所を記載した名簿

※

添

［略］

［略］

［略］

１ 株式会社

２ その他（ ）

法人の種類

［略］

［各役員関係］

□ 戸籍謄本又は抄本

□ 登記事項証明書

□ 診断書

［法人関係］

□ 定款等

□ 登記事項証明書

□ 役員の氏名及び住所を記載した名簿

※

添
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［略］

（２枚目裏）

［略］

（２枚目裏）

［略］

□ 欠格事由に該当しない旨の誓約書

□ 資機材を保有する旨の誓約書

□ 駐車監視員資格者証の写し（２名以上）

□ 事務所に係る資料

付

書

類

［略］

□ 欠格事由に該当しない旨の誓約書

□ 資機材を保有する旨の誓約書

□ 駐車監視員資格者証の写し（２名以上）

□ 事務所に係る資料

付

書

類

［略］ ［略］

附 則

この規則は、平成20年12月１日から施行する。

宮崎県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

宮崎県公安委員会規則第８号

宮崎県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則

宮崎県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和59年宮崎県公安員会規則第２号）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成20年12月１日から施行する。
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